
地域コミュニティ施設整備事業補助金について 

※前回補助事業から５年経過している施設  

 等のみ申請可（２次募集は申請可） 

※２次募集は１次募集で予算額に達しなかっ 

 た場合に実施。 
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改修とは 

コミュニティ施設等の性能及び機能等を現状の水準を 

超えて向上させるために行うもの。 

例）バリアフリー工事、省エネに関わる工事など 

修繕とは 

経年劣化等により低下したコミュニティ施設等の性能及

び機能等を原状回復させるために行うもの。 

例）屋根・外壁等の老朽化による塗装や修繕、 

 畳の張り替えなど。 

補助対象事業 補助対象経費 補助率 補助限度額 

①新設 ５分の３以内 １００万円 
・建物本体工事費 

・付帯設備工事費 
②改修 ５分の３以内 １００万円 

③修繕 ２分の１以内  ５０万円 

４ 補助額等 

下表のとおり 

５ スケジュール 

【問い合わせ先】 

 みなかみ町役場 企画課 企画調整係  TEL ０２７８－２５－５００１  FAX ０２７８－６２－２２９１ 

行政区又はみなかみ町内の地縁に基づいた町内会、自治会その他これらに類する地域住民で組織された団体  

２ 補助対象者 

１ 概要 

コミュニティ施設（集会所等）の整備事業を実施する行政区等に対し、予算の範囲内において補助金を交付する

ことで、地域のまちづくり団体等への活動支援と地域の活性化を図る。 

コミュニティ施設を新設、改修又は修繕する事業で、補助対象経費が２０万円以上のもの。 

３ 補助対象事業 



令和９年度実施 地域づくり・コミュニティ助成事業について 

下記の助成事業については、宝くじの収益を財源として実施される社会貢献広報事業です。 

令和８年度に申請を行い、令和９年度に助成事業を実施します。予算枠や申請内容等により、 

申請したからといって必ずしも助成対象になるとは限りません。申請を希望する場合は、お早め 

に担当までご相談ください。 

４ （公財）群馬県市町村振興協会の助成事業 

 助成対象者 行政区又はみなかみ町内の地縁に基づいた町内会、自治会その他これらに類する 

       地域住民で組織された団体  

 助成事業  

 助成額等 

補助事業 補助対象経費 補助率 補助限度額 

備品整備事業 事業の実施に要す

る経費の総額以内

の額 

１０分の１０以内   ２００万円 

住民センター整備事業 ２分の１以内 
   新築：５００万円 

改築･改修：２５０万円 

備品整備事業 

 ①一般備品 

  例）エアコン、防災備品、コピー機  

 ②伝統芸能備品  

 例)伝統芸能関係備品 

住民センター整備事業 

 ①新築 

 ②改築・改修 

 例）階段改修、トイレ改修、外壁改修、屋根補修 

  ※「災害、高齢化･少子化」対応を優先。 

３ （一財）自治総合センターの助成事業  

 助成対象者 行政区又はみなかみ町内の地縁に基づいた町内会、自治会その他これらに類する 

       地域住民で組織された団体  

 助成事業  

 助成額等    下表のとおり 

補助事業 補助対象経費 補助率 補助限度額 

一般コミュニティ助成事業 事業の実施に要す

る経費の総額以内

１０分の１０以内 ２５０万円 

コミュニティセンター助成事業 ５分の３以内 ２，０００万円 

一般コミュニティ助成事業 

  コミュニティ活動に直接必要な設備等の整備で事業 

  費が１００万円以上の事業。  

  ※建築物、消耗品の整備、建物の修繕は除く。 

  例）エアコン、テーブル、机、地域の祭りに使用する備 

  品の購入・修繕。  

コミュニティセンター助成事業 

 集会施設の建設又は大規模修繕等の事業。 

 ※申請者は認可地縁団体であること。 

 ※主に新築を対象とします。 

【問い合わせ先】 

 みなかみ町役場 企画課 企画調整係  TEL ０２７８－２５－５００１  FAX ０２７８－６２－２２９１ 


